第9回IAF総会

国立オリンピック記念青少年総合センター

2004年9月8日 – 12日

総会議事録

総会第2日目

2004年9月9日（木）

0.

点呼
事務総長が点呼を行った。次のIAF会員の代表者若しくはその代理人が主席した。

会員


代表者
1) アルゼンチン


2) オーストラリア


3) ベルギー


4) ブラジル


5) ブルガリア


6) チリ


7) チェコ
　　　　欠席
8) ROC台湾


9) フィンランド


10) フランス

11) ドイツ


12) 英国
 

13) 香港



14) アイルランド
15) インドネシア


16) イタリア

 

17) 日本
18) ルクセンブルグ


19) マカオ



20) マレーシア

21) メキシコ


22) モナコ

23) オランダ


24) ニュージーランド


25) ノールウェー


26) パラグアイ


27) フィリピン　　
欠席
28) ポーランド


29) ポルトガル
　　　　遅刻
30) シンガポール


31) スロバキア


32) スウェーデン



33) スイス



34) タイ


オブザーバー
1) レバノン　　　
欠席
2) ルクテンステインLiechtenstein

3) ロシア
4) USA米国
5) セルビア　モンテネグロ
6) トルコ
　　　　欠席
7) パナマ
8) ドイツ
0.1

投票権
0.1.1

理事長は投票権保有国と保有し無い国の確認。
0.1.2

事務総長はフィリピンとスイスが無い：理由は会費未納。
両国は連絡不通の為、前払いを望む。この事は総会で受理された。
0.2.

会費
0.2.1.

理事長は会費の支払いに関する重要規則を告げた：
0.2.2.

四年毎の支払いを望むならば前払いとすべき。
0.2.3.

未納の場合、期限切れ二ヶ月目を持って会員権の停止処分を受ける。
11.

会員組織からの報告書 

11.1.

理事長は会員から何か報告書はあるか否かと問うた。
11.2.

チリからの報告があった： 

11.2.1.

2001年、チリ国政府は合気道をスポーツと認めた。
11.2.2.

2003年、オリンピック委員会は合気道を種目の一つと認めた。
11.2.3.

チリ合気道連盟は現地に於ける報告をした。
11.3.

シンガポール代表の報告：
11.3.1

2003年、シンガポール合気会は政府企画のSARS救済対策に協力をした。
11.3.2.

更には犯罪防止政策の一環として協力した。
12.

討議、決議乃至宣言等の事項
12.1. 

議題に含有の項目19番目が総会に提示され、その説明が簡潔にされた。総会が望むならば投票は可能である。しかしそれらを研究するための時間は必要である。 

12.1.1.

道場におけるセクハラないし暴力の問題は繊細な問題であり、それぞれの国に於いて、文化、社会の違いが要因となっていると理事長が指摘した。時々、セクハラないし暴力の報告を受けると彼は語った。その様な場合には法的手続きは為されたか否か問うのが常である。個人的に道主とそのことの検討をする事もあった。色々あったので今回の議題とした。
12.1.2.

USAF西部製作のものから転用許可を得て、ここに掲載したと理事長が説明した。
12.1.3.

AIDSに関してはより複雑な社会問題である。南アフリカ連盟から懸案されたものである。アフリカに於いてはAIDSが最大な問題であり、おそらく世界中に於ける問題になるであろう。
12.1.4.

質問の要点はIAFとして取り扱うべきか否かである。
12.1.5.

理事長は、総会はより多くの討議と綿密な調査が必要のため現時点で何ら結論は期待出来ないと指摘した。
12.1.6.

アイルランド代表はアイルランド連盟内の女性指導者に対するセクハラ書類を提示した。それはアイルランドに於いて政治的制約を多大に受けるため役に立たない。場合により、有効であっても他のケースにおいては合法となる。
12.1.7.

暴力問題に関してノールウェー代表は応答した。過って道場に於ける個人的問題として処理されたので今回総会に取り上げられて、嬉しいと彼女は語った。
12.1.8.

オーストラリアでの出来事は、どの組織に於いてもこの問題は無視できないものであるとスマイバート氏（第3副理事長）は言った。提出された書類より以上に幅広くテーマとして扱う問題であった。オーストラリア連盟は手引きを弁護士に依頼した。四つの基本から成り立つと彼は言った：
*平等への差別；
*セクハラフリーへの環境作り；
*相談窓口を開設；
*セクハラ報告を出したがために当人が迫害されないための保障を確保。
12.1.9.

USAF代表者は提示された書類は職場での暴力手引きであると指摘した。合気道に於いて関与できるものでない。各地の法律に委ねる事を提案した。
12.1.10.

問題に関して正当付ける事は難しいが、事の善し悪しは誰もが分別出来る事であるとデロム氏（第5副理事長）は言った。フランスの道場での出来事を例として挙げた。フランス連盟は道場での出来事の調査を代表者に依頼したが誰もが報告を書こうとしなかった。結局は指導者が連盟を訴えた、結果として連盟が支払わなければならかった。他方、連盟はその様な出来事の調査を行わなければ、問題にならなかっただろう。
12.1.11.

ドラフト氏（副事務総長）はオランダでは被害者の権利は明らかに守られて無いという例を挙げた。IAFに被害者の正当な権利のガイドラインを与える事を提案した。誰もが世界中自由に移動する由これは有意義である。
12.1.12.

正当な権利としてこの事を干渉できるか否かと菅野師範（オーストラリア）が問うた。もしも、IAFがその様な権利がなければ討議の余地は無いでしょう。
12.1.13.

この時点で理事長は討議を打ち切った。
13.

ワールドゲーム（ＩＷＧＡ）2005年、デュースバーグ
13.1.

ローランド・ホフマン氏（ドイツ代表者）はワールドゲームの企画を報告した。演武会は7月23日に施行。ドイツ連盟40周年記念と浅井師範が合気道を始めて50周年記念となる。
13.2.

ウェッブサイトで必要な情報が得られます：www.worldgames2005.de 

13.3.

磯山師範（専門委員）は稽古があるかないかと問うた。確かにあります。 と浅井師範（高等評議員）が確認。
13.4.

秋田ワールドゲームでは10カ国が演武に参加した。ドイツではその倍の参加国を望む。
13.5.

チリ代表者はオリンピック委員会とGAISF間で契約があるので旅費援助が受けられる。
14.

IAF規約改訂

14.1. 

提案された規約は規約編集委員会の成果であるとその過程を理事長は説明した。
14.1.1. 

資料は全て提出され、会員によっての訂正が残っているだけであると理事長は説明した。
14.1.2. 

重要な訂正事項は以上です：
* 公式言語
* 役員と高等評議会の会員数
14.1.3. 

訂正はなかったが理事長は三つ目の問題を指摘した：
*  会員権
14.2. 

決められた締切日までに行動を起こしたかどうかアイルランドの代表者が問うた。
14.2.1. 

現在の規約が正当であり、提案された新しい規約の動きであるとデロム氏（第5副理事長）は答えた。フランス語は公式言語であるがフランス語を公式言語から除外する提案もある。
14.2.2. 

GAISF会員権を参照しながらデロム氏は規約の構造を説明した。会員の加盟条件として、IAF会員は民主主義に従い、規約は法律にかなったものでなければならないと説明した：
* 役員選出は民主的に選出されるべきだ。
* 会員の停止に関しては民主的規則がなければならない。
14.2.3.

選任の規約編集委員会４人は2002年スエーデンで顔を合わせ、実地に適合できる規約の改定には日本人として且つ連盟役員として務めたと藤田昌武師範（規約編集委員会）が述懐した。いかに完璧な規約でも実施に活かせ無ければ無意味である。しかし核はIAFがどのような活動を行うかによると彼は指摘した。この事は常に心に留めて置くべきだ。合気道は日本独自の文化から世界的文化へと飛躍を成した現在こそ、合気道の真髄、和合の心得を鏡と心得るべきであると藤田氏は力説した。
14.2.4. 

理事長は規約を全体として先に投票する事、それからその書類に対する訂正をするよう提案した。1日半で書類の中の問題を全て解決することは不可能かも知れないが、この提案は積極的な結果を導くだろうと指摘した。
14.2.5. 

将来起こりうる問題に対応するため特定のワーキンググループを先に作った方がいいと彼は提案した。
14.2.6. 

スマイバート氏（第3副理事長）は提案された過程では、デロム氏が取り上げたポイントを無視することになると指摘した。
14.2.7. 

ロジャーズ氏（規約編集委員会）提案通りの規約を受理する事を提案し、しかしながら新たな規約の訂正部分が議論されるまで効力が無いことを提案した。
14.2.8. 

フランス語の問題では会員の権利が取り上げられて、それから規約訂正によって元に戻されたとドラフト氏（副事務総長）が述べた。先に言語の問題を討議し、それから理事長が言った方法に従うと彼は提案した。
14.2.9. 

ハニフ氏（副事務総長）提案書に目を通し、簡単な問題から片付ける事を提案した。
14.2.10. 

方法に関する議論があまりにも時間を取っているとスウェーデンの代表者が言った。
14.2.11. 

討議は大いに関係あり、効果的であるとスマイバート氏が言った。ドラフト氏が提案した方法を指示した。
14.2.12. 

総会にドラフト5に対する投票を行う事をロジャーズ氏が強調した。
14.2.13. 

投票は挙手で行われ、理事長は数を数えた。提案は明らかに否決。
12時閉会
